
令和３年 12 月 17 日

魚沼市議会議長 関 矢 孝 夫 様

議会運営委員会

委員長 富 永 三 千 敏

議会運営委員会調査報告書

本委員会は、所管事務について下記のとおり調査したので、魚沼市議会会議規則

第 110 条の規定により報告します。

記

１ 調査事件名 （１）追加事件について

（２）北朝鮮による拉致問題の早期解決を求める意見書の

提出について

（３）議会基本条例の検証と見直しについて

（４）その他

２ 調査の経過 12 月 17 日に委員会を開催し、上記案件について協議した。

追加事件については、これを受けることとし、その取扱いについ

ては、別紙「令和３年第４回魚沼市議会定例会付議事件一覧（追加

分）」のとおりとした。

北朝鮮による拉致問題の早期解決を求める意見書について、最終

日、委員長発議で提出することに決定した。

議会基本条例の検証と見直しについて協議した。
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議会運営委員会会議録

１ 調査事件

（１） 追加事件について

・付議事件について

・付議事件の取扱いについて

（２） 北朝鮮による拉致問題の早期解決を求める意見書の提出について

（３） 議会基本条例の検証と見直しについて

（４） その他

２ 日 時 令和３年 12 月 17 日 午後１時

３ 場 所 本庁舎３階 委員会室

４ 出席委員 大桃俊彦、大平恭児、富永三千敏、志田 貢、佐藤 肇、渡辺一美、森島守人

（関矢孝夫議長）

５ 欠席委員 なし

６ 説 明 員 内田市長、桑原総務政策部長

７ 書 記 佐藤議会事務局長、和田議会事務局次長

８ 経 過

開 会（13：00）

富永委員長 定足数に達しておりますので議会運営委員会を開会いたします。これから議事

に入ります。

（１） 追加事件について

(1)付議事件について

富永委員長 日程第１、追加事件についてを議題といたします。(１)付議事件について、市

長提出事件について、執行部から説明を求めます。

内田市長 付議事件につきましては、お手元に配付の事件一覧のとおりであります。また、

報告案件についても配付資料のとおりであります。詳細につきましては、総務政策部長か

ら説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。

桑原総務政策部長 それでは、今回追加をお願いしたい議案につきまして、お手元の付議事

件一覧を基に、順次ご説明申し上げます。事件番号１番、令和３年度魚沼市一般会計補正
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予算第８号についてであります。当該補正予算の概要でありますが、国による経済対策関

連で実施されます給付金の二つの事業に関するものであります。１件目が生活困難世帯等

に 10 万円を給付する住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金事業でありまして、今後の

支給事務スケジュールの関係上、今回の補正予算で所要額の追加をお願いしたいというも

のでございます。加えまして、２件目が今定例会初日に補正予算の議決をいただきました、

子育て世帯への臨時特別給付金事業につきまして、その後の国会での議論により、当初予

定されていた取扱方法に変更が見込まれる状況になったことから、所要額の追加をお願い

するものであります。これについては、既に議決をいただいた、18 歳以下の子どもへの５

万円の給付を一括 10 万円給付とさせていただきたく、今回追加補正として、対象者 1人当

たり５万円分を追加するものであります。これら２件の追加とともに財源の追加調整、変

更含めた内容を第８号予算としてお願いするものでございます。

続きまして、事件番号２番、魚沼市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部改

正についてであります。本件は、今年 10 月に発覚しました、本市元職員による非違行為、

不祥事案に対しまして、統括管理する責任として市長及び副市長の処分を提案するもので

あります。内容は、市長の給与を 10％、副市長の給与を５％、それぞれ１月支給分給与か

ら減額する内容としております。説明につきましては以上です。

富永委員長 ただいまの市長提出事件について質疑はありませんか。

渡辺委員 市長 10％、副市長５％を１月分からということですが、いつまでなのでしょうか。

桑原総務政策部長 1月分の給与ということです。

富永委員長 ほかに質疑はありませんか。（なし）ないようですので、質疑を終結します。お

諮りいたします。今ほど説明の市長の提出事件については、これを受けることにしたいと

思いますが、ご異議ありませんか。（異議なし）異議なしと認めます。よって、市長提出事

件については受けることに決定いたしました。議長の受付・提出事件について、事務局に

説明を求めます。

佐藤議会事務局長 （資料「令和３年第４回魚沼市議会定例会付議事件一覧（追加分）」につ

いて説明）

富永委員長 ただいまの説明に質疑はありませんか。（なし）質疑なしと認めます。なければ

質疑を終結します。お諮りいたします。議長の受付・提出事件については、これを受ける

ことにしたいと思いますが、ご異議ありませんか。（異議なし）異議なしと認めます。よっ

て、議長受付・提出事件については受けることに決定いたしました。

(2)付議事件の取扱いについて

富永委員長 次に、(２)付議事件の取扱いについて、ご審議願います。付議事件の取扱いに

ついて、議会事務局長から説明を求めます。

佐藤議会事務局長 （資料「令和 3年第 4 回魚沼市議会定例会付議事件一覧（追加分）取扱（案）」

について説明）

富永委員長 ただいまの説明について質疑ありませんか。（なし）なければこれで質疑を終結

いたします。お諮りいたします。ただいま、議会事務局長が説明した取扱のとおりとした

いと思います。ご異議ありませんか。（異議なし）異議なしと認めます。よって、令和３年
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度第４回魚沼市議会定例会付議事件一覧（追加）取扱（案）のとおりといたします。

この後の日程は主に議会内部の調整等になります。ここで、執行部から報告、協議事項

等があればそれを先に行い、なければ、これで執行部からは退席願うこととしたいと思い

ます。ご異議ありませんか。（異議なし）異議なしと認めます。

それでは、執行部で協議、報告事項等はありませんか。

内田市長 ありません。

富永委員長 委員の皆さんから執行部に対し協議事項等はありませんか。（なし）ないようで

すので、これで執行部からは退席いただきます。（執行部退席）

（２）北朝鮮による拉致問題の早期解決を求める意見書の提出について

富永委員長 日程第２、北朝鮮による拉致問題の早期解決を求める意見書の提出についてを

議題とします。事務局長に説明を求めます。

佐藤議会事務局長 こちらにつきましては、昨年の８月に新潟県市議会議長会の秋季定期総

会において可決され、県の議長会では提出がされております。その際に、各市議会において

も国会関係行政庁に意見書提出の要請を受けていまし、県内でも多くの議会がすでに提出し

ています。先日の会派代表者会議においても説明はさせていただいており、この意見書につ

いては提出するということで確認されたものです。意見書案については添付のとおりです。

富永委員長 ただいまの説明に質疑はありませんか。

佐藤委員 これは日本政府に向けて拉致被害者を早く返してほしいということですが、片や、

北朝鮮に対する圧力をかけ続けるということで、今までやっていたことをなお一層強めると

いうことを求めるということがあってもいいかと思うのですが、いかがでしょうか。

佐藤議会事務局長 お配りした意見書案につきましては、基本的には雛型として示されたも

の、また、各市で出された意見書を見た上で作成しました。協議で文案の修正は可能です。

佐藤委員 いくら日本国内で声を上げてもなかなか応じていただけないという状況を少しで

も打開するためには対外的にある程度の力で日本の意思を言っていくということも必要だ

ろうと思いますので、その辺の意味合いも付け加えていただければなと思います。

富永委員長 ここでしばらくの間、休憩とします。

休 憩（13：12）

休憩中に懇談的に意見交換

再 開（13：16）

富永委員長 休憩を解き会議を再開します。今ほどの意見書の案で提出することにしたいと

考えていますが、よろしいでしょうか。（異議なし）なければそのように決定しました。提

出については、委員長が発議者となり議長に提出したいと思いますがいかがでしょうか。

（異議なし）異議なしと認めます。そのように決定しました。
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（３）議会基本条例の検証と見直しについて

富永委員長 日程第３、議会基本条例の検証と見直しについてを議題といたします。協議の

方法ですが、この表には、それぞれの委員の検証結果を記入してあります。今回の議論は

条文の改正についてですので、改正した方がいいというところを重点的に議論していった

らと思いますがいかがでしょうか。（異議なし）異議がないようですので、そのように進め

させていただきます。しばらく時間をとりますので、各自でご確認をお願いします。ここ

でしばらくの間、休憩とします。

休 憩（13：23）

休憩中に各条項の改正等について意見交換

再 開（13：52）

富永委員長 休憩を解き会議を再開します。休憩中に委員の皆様方からこの議会基本条例の

改正について考え方を聞かせてもらいました。もう１度今ほどの提案者の考えをまとめて

もらったりして、それぞれ持ち帰っていただいて、改めて議会運営委員会を開催して協議

決定したいと思います。また、タブレットの検討も新年になりましたら行いたいと考えて

います。日程については、新年明けてからということで、日程の調整についでは、一任を

お願いします。（異議なし）異議なしと認めます。そのように決定しました。

（４）その他

富永委員長 日程第４、その他を議題といたします。皆さんから協議事項はございませんか。

（なし）ないようですので、本日の会議は終了いたします。本日の会議録については委員

長に一任願います。本日の議会運営委員会はこれで閉会といたします。

閉 会（13：56）


